
議案第６３号 

 

   大口町税条例等の一部改正について 

 

 大口町税条例等の一部を改正する条例を別紙のように定めるものとする。 

 

  平成２７年１１月２６日提出 

 

大 口 町 長  鈴 木 雅 博 

 

 （提案理由） 

 この案を提出するのは、地方税法（昭和２５年法律第２２６号）の一部が改正さ

れたことに伴い、関係条例の一部を改正する必要があるからである。 



   大口町税条例等の一部を改正する条例 

 

 （大口町税条例の一部改正） 

第１条 大口町税条例（昭和３８年大口町条例第１５号）の一部を次のように改正

する。 

  第４条第１項中「第２章」の次に「（第８条を除く。）」を、「第３章」の次

に「（第１４条を除く。）」を加える。 

  第１０条から第１９条までを次のように改める。 

  （徴収猶予に係る町の徴収金の分割納付又は分割納入の方法） 

 第１０条 地方税法（昭和２５年法律第２２６号。以下「法」という。）第１５

条第３項及び第５項に規定する条例で定める方法は、同条第１項又は第２項の

規定による徴収の猶予（以下この節において「徴収の猶予」という。）に係る

町の徴収金について、徴収の猶予をする期間内又は同条第４項の規定による徴

収の猶予をした期間の延長（次項から第４項までにおいて「徴収の猶予期間の

延長」という。）をする期間内の各月（町長がやむを得ない事情があると認め

るときは、当該期間内の町長が指定する月。以下この節において同じ。）ごと

に分割して納付し、又は納入させるものとする。 

 ２ 町長は、法第１５条第３項又は第５項の規定により、徴収の猶予又は徴収の

猶予期間の延長に係る町の徴収金を分割して納付し、又は納入させる場合にお

いては、当該分割納付又は当該分割納入の各納付期限又は各納入期限及び各納

付期限又は各納入期限ごとの納付金額又は納入金額を定めるものとする。 

 ３ 町長は、徴収の猶予又は徴収の猶予期間の延長を受けた者がその納付期限又

は納入期限までに納付し、又は納入することができないことにつきやむを得な

い理由があると認めるときは、前項の規定により定めた分割納付又は分割納入

の各納付期限又は各納入期限ごとの納付金額又は納入金額を変更することがで

きる。 

 ４ 町長は、第２項の規定により分割納付又は分割納入の各納付期限又は各納入

期限及び各納付期限又は各納入期限ごとの納付金額又は納入金額を定めたとき
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は、その旨、当該分割納付又は分割納入の各納付期限又は各納入期限及び各納

付期限又は各納入期限ごとの納付金額又は納入金額その他必要な事項を当該徴

収の猶予又は当該徴収の猶予期間の延長を受けた者に通知しなければならない。 

 ５ 町長は、第３項の規定により分割納付又は分割納入の各納付期限又は各納入

期限ごとの納付金額又は納入金額を変更したときは、その旨、その変更後の各

納付期限又は各納入期限及び各納付期限又は各納入期限ごとの納付金額又は納

入金額その他必要な事項を当該変更を受けた者に通知しなければならない。 

  （徴収猶予の申請手続等） 

 第１１条 法第１５条の２第１項に規定する条例で定める事項は、次に掲げる事

項とする。 

  (1) 法第１５条第１項各号のいずれかに該当する事実があること及びその該当

する事実により町の徴収金を一時に納付し、又は納入することができない事

情の詳細 

  (2) 納付し、又は納入すべき町の徴収金の年度、税目、納期限及び金額 

  (3) 前号の金額のうち当該猶予を受けようとする金額 

  (4) 当該猶予を受けようとする期間 

  (5) 分割納付又は分割納入の方法により納付又は納入を行うかどうか（分割納

付又は分割納入の方法により納付又は納入を行う場合にあっては、分割納付

又は分割納入の各納付期限又は各納入期限及び各納付期限又は各納入期限ご

との納付金額又は納入金額を含む。） 

  (6) 猶予を受けようとする金額が１００万円を超え、かつ、猶予期間が３月を

超える場合には、提供しようとする法第１６条第１項各号に掲げる担保の種

類、数量、価額及び所在（その担保が保証人の保証であるときは、保証人の

氏名及び住所又は居所）その他担保に関し参考となるべき事項（担保を提供

することができない特別の事情があるときは、その事情） 

 ２ 法第１５条の２第１項に規定する条例で定める書類は、次に掲げる書類とす

る。 

  (1) 法第１５条第１項各号のいずれかに該当する事実を証するに足りる書類 
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  (2) 財産目録その他の資産及び負債の状況を明らかにする書類 

  (3) 猶予を受けようとする日前１年間の収入及び支出の実績並びに同日以後の

収入及び支出の見込みを明らかにする書類 

  (4) 猶予を受けようとする金額が１００万円を超え、かつ、猶予期間が３月を

超える場合には、地方税法施行令（昭和２５年政令第２４５号。以下「令」

という。）第６条の１０の規定により提出すべき書類その他担保の提供に関

し必要となる書類 

 ３ 法第１５条の２第２項に規定する条例で定める事項は、次に掲げる事項とす

る。 

  (1) 町の徴収金を一時に納付し、又は納入することができない事情の詳細 

  (2) 第１項第２号から第６号までに掲げる事項 

 ４ 法第１５条の２第２項及び第３項に規定する条例で定める書類は、第２項第

２号から第４号までに掲げる書類とする。 

 ５ 法第１５条の２第３項に規定する条例で定める事項は、次に掲げる事項とす

る。 

  (1) 猶予期間の延長を受けようとする町の徴収金の年度、税目、納期限及び金

額 

  (2) 猶予期間内にその猶予を受けた金額を納付し、又は納入することができな

いやむを得ない理由 

  (3) 猶予期間の延長を受けようとする期間 

  (4) 第１項第５号及び第６号に掲げる事項 

 ６ 法第１５条の２第４項に規定する条例で定める書類は、第２項第４号に掲げ

る書類とする。 

 ７ 法第１５条の２第８項に規定する条例で定める期間は、２０日とする。 

  （職権による換価の猶予の手続等） 

 第１２条 法第１５条の５第２項において読み替えて準用する法第１５条第３項

及び第５項に規定する条例で定める方法は、法第１５条の５第１項の規定によ

る職権による換価の猶予（以下この項において「職権による換価の猶予」とい
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う。）に係る町の徴収金について、職権による換価の猶予をする期間内又は法

第１５条の５第２項において読み替えて準用する法第１５条第４項の規定によ

る換価の猶予をした期間の延長をする期間内の各月ごとに分割して納付し、又

は納入させるものとする。 

 ２ 第１０条第２項から第４項までの規定は、法第１５条の５第２項において読

み替えて準用する法第１５条第３項又は第５項の規定により、分割して納付し、

又は納入させる場合について準用する。 

 ３ 法第１５条の５の２第１項及び第２項に規定する条例で定める書類は、次に

掲げる書類とする。 

  (1) 前条第２項第２号から第４号までに掲げる書類 

  (2) 分割して納付し、又は納入させるために必要となる書類 

  （申請による換価の猶予の申請手続等） 

 第１３条 法第１５条の６第１項に規定する条例で定める期間は、６月とする。 

 ２ 法第１５条の６第３項において準用する法第１５条第３項及び第５項に規定

する条例で定める方法は、法第１５条の６第１項の規定による申請による換価

の猶予に係る町の徴収金について、申請による換価の猶予をする期間内又は法

第１５条の６第３項において準用する法第１５条第４項の規定による換価の猶

予をした期間の延長をする期間内の各月ごとに分割して納付し、又は納入させ

るものとする。 

 ３ 第１０条第２項から第４項までの規定は、法第１５条の６第３項において準

用する法第１５条第３項又は第５項の規定により、分割して納付し、又は納入

させる場合について準用する。 

 ４ 法第１５条の６の２第１項に規定する条例で定める事項は、次に掲げる事項

とする。 

  (1) 町の徴収金を一時に納付し、又は納入することにより事業の継続又は生活

の維持が困難となる事情の詳細 

  (2) 第１１条第１項第２号から第４号まで及び第６号に掲げる事項 

  (3) 分割納付又は分割納入の各納付期限又は各納入期限及び各納付期限又は各
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納入期限ごとの納付金額又は納入金額 

 ５ 法第１５条の６の２第１項及び第２項に規定する条例で定める書類は、第１

１条第２項第２号から第４号までに掲げる書類とする。 

 ６ 法第１５条の６の２第２項に規定する条例で定める事項は、次に掲げる事項

とする。 

  (1) 第１１条第１項第６号に掲げる事項 

  (2) 第１１条第５項第１号から第３号までに掲げる事項 

  (3) 第４項第３号に掲げる事項 

 ７ 法第１５条の６の２第３項において準用する法第１５条の２第８項に規定す

る期間は、２０日とする。 

  （担保を徴する必要がない場合） 

 第１４条 法第１６条に規定する条例で定める場合は、猶予に係る金額が１００

万円以下である場合、猶予期間が３月以内である場合又は担保を徴することが

できない特別の事情がある場合とする。 

 第１５条から第１９条まで 削除 

  第２０条中「地方税法（昭和２５年法律第２２６号。以下「法」という。）」

を「法」に改める。 

  第２５条第３項中「地方税法施行令（昭和２５年政令第２４５号。以下「令」

という。）」を「令」に改める。 

 （大口町税条例等の一部を改正する条例の一部改正） 

第２条 大口町税条例等の一部を改正する条例（平成２７年大口町条例第２０号）

の一部を次のように改正する。 

  第１条のうち大口町税条例第２条第３号及び第４号の改正規定を削り、同条例

第３５条の２第８項の改正規定中「法人番号」の次に「（行政手続における特定

の個人を識別するための番号の利用等に関する法律（平成２５年法律第２７号）

第２条第１５項に規定する法人番号をいう。以下町民税について同じ。）」を加

え、同条例第５９条の２第１項第１号の改正規定中「）又は法人番号」の次に「（同

法第２条第１５項に規定する法人番号をいう。以下固定資産税について同じ。）」
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を加え、同条例第８０条第２項第２号の改正規定中「いう。」の次に「以下この

号及び」を、「）又は法人番号」の次に「（同法第２条第１５項に規定する法人

番号をいう。以下この号において同じ。）」を加え、同条例第１２５条の３第２

項第１号の改正規定中「）又は法人番号」の次に「（同法第２条第１５項に規定

する法人番号をいう。以下この号において同じ。）」を加える。 

  附則第１条第３号中「第２条第３号及び第４号、」を削る。 

   附 則 

 （施行期日） 

第１条 この条例は、平成２８年４月１日から施行する。ただし、第２条の規定は、

公布の日から施行する。 

 （徴収猶予、職権による換価の猶予及び申請による換価の猶予に関する経過措置） 

第２条 第１条の規定による改正後の大口町税条例（以下「新条例」という。）第

１０条、第１１条及び第１４条（地方税法等の一部を改正する法律（平成２７年

法律第２号。以下「平成２７年改正法」という。）附則第１条第６号に掲げる規

定による改正後の地方税法（昭和２５年法律第２２６号。以下この条において「２

８年新法」という。）第１５条第１項又は第２項の規定による徴収の猶予に係る

部分に限る。）の規定は、この条例の施行の日（以下「施行日」という。）以後

に申請される２８年新法第１５条第１項又は第２項の規定による徴収の猶予につ

いて適用し、同日前に申請された平成２７年改正法附則第１条第６号に掲げる規

定による改正前の地方税法（以下この条において「２８年旧法」という。）第１

５条第１項又は第２項の規定による徴収の猶予については、なお従前の例による。 

２ 新条例第１２条及び第１４条（２８年新法第１５条の５第１項の規定による換

価の猶予に係る部分に限る。）の規定は、施行日以後にされる同項の規定による

換価の猶予について適用し、同日前にされた２８年旧法第１５条の５第１項の規

定による換価の猶予については、なお従前の例による。 

３ 新条例第１３条及び第１４条（２８年新法第１５条の６第１項の規定による換

価の猶予に係る部分に限る。）の規定は、施行日以後に同項に規定する納期限が

到来する町の徴収金について適用する。 
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第１条関係 大口町税条例の一部改正新旧対照表 

新 旧 

 （大口町行政手続条例の適用除外）  （大口町行政手続条例の適用除外） 

第４条 大口町行政手続条例（平成９年大口町

条例第３号）第３条又は第４条に定めるもの

のほか、町税に関する処分その他公権力の行

使に当たる行為については、同条例第２章（ 

第８条を除く。）及び第３章（第１４条を除

く。）の規定は、適用しない。 

第４条 大口町行政手続条例（平成９年大口町

条例第３号）第３条又は第４条に定めるもの

のほか、町税に関する処分その他公権力の行

使に当たる行為については、同条例第２章及

び第３章の規定は、適用しない。 

２ 略 ２ 略 

  

 （徴収猶予に係る町の徴収金の分割納付又は

分割納入の方法） 

 

第１０条 地方税法（昭和２５年法律第２２６

号。以下「法」という。）第１５条第３項及

び第５項に規定する条例で定める方法は、同

条第１項又は第２項の規定による徴収の猶予

（以下この節において「徴収の猶予」とい

う。）に係る町の徴収金について、徴収の猶

予をする期間内又は同条第４項の規定による

徴収の猶予をした期間の延長（次項から第４

項までにおいて「徴収の猶予期間の延長」と

いう。）をする期間内の各月（町長がやむを

得ない事情があると認めるときは、当該期間

内の町長が指定する月。以下この節において

同じ。）ごとに分割して納付し、又は納入さ

せるものとする。 

第１０条から第１９条まで 削除 

２ 町長は、法第１５条第３項又は第５項の規

定により、徴収の猶予又は徴収の猶予期間の

延長に係る町の徴収金を分割して納付し、又

は納入させる場合においては、当該分割納付

又は当該分割納入の各納付期限又は各納入期

限及び各納付期限又は各納入期限ごとの納付

金額又は納入金額を定めるものとする。 

 

３ 町長は、徴収の猶予又は徴収の猶予期間の

延長を受けた者がその納付期限又は納入期限

までに納付し、又は納入することができない

ことにつきやむを得ない理由があると認める
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新 旧 

ときは、前項の規定により定めた分割納付又

は分割納入の各納付期限又は各納入期限ごと

の納付金額又は納入金額を変更することがで

きる。 

４ 町長は、第２項の規定により分割納付又は

分割納入の各納付期限又は各納入期限及び各

納付期限又は各納入期限ごとの納付金額又は

納入金額を定めたときは、その旨、当該分割

納付又は分割納入の各納付期限又は各納入期

限及び各納付期限又は各納入期限ごとの納付

金額又は納入金額その他必要な事項を当該徴

収の猶予又は当該徴収の猶予期間の延長を受

けた者に通知しなければならない。 

 

５ 町長は、第３項の規定により分割納付又は

分割納入の各納付期限又は各納入期限ごとの

納付金額又は納入金額を変更したときは、そ

の旨、その変更後の各納付期限又は各納入期

限及び各納付期限又は各納入期限ごとの納付

金額又は納入金額その他必要な事項を当該変

更を受けた者に通知しなければならない。 

 

 （徴収猶予の申請手続等）  

第１１条 法第１５条の２第１項に規定する条

例で定める事項は、次に掲げる事項とする。 

 

 (1) 法第１５条第１項各号のいずれかに該当

する事実があること及びその該当する事実

により町の徴収金を一時に納付し、又は納

入することができない事情の詳細 

 

 (2) 納付し、又は納入すべき町の徴収金の年

度、税目、納期限及び金額 

 

 (3) 前号の金額のうち当該猶予を受けようと

する金額 

 

 (4) 当該猶予を受けようとする期間  

 (5) 分割納付又は分割納入の方法により納付

又は納入を行うかどうか（分割納付又は分

割納入の方法により納付又は納入を行う場

合にあっては、分割納付又は分割納入の各
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納付期限又は各納入期限及び各納付期限又

は各納入期限ごとの納付金額又は納入金額

を含む。） 

 (6) 猶予を受けようとする金額が１００万円

を超え、かつ、猶予期間が３月を超える場

合には、提供しようとする法第１６条第１

項各号に掲げる担保の種類、数量、価額及

び所在（その担保が保証人の保証であると

きは、保証人の氏名及び住所又は居所）そ

の他担保に関し参考となるべき事項（担保

を提供することができない特別の事情があ

るときは、その事情） 

 

２ 法第１５条の２第１項に規定する条例で定

める書類は、次に掲げる書類とする。 

 

 (1) 法第１５条第１項各号のいずれかに該当

する事実を証するに足りる書類 

 

 (2) 財産目録その他の資産及び負債の状況を

明らかにする書類 

 

 (3) 猶予を受けようとする日前１年間の収入

及び支出の実績並びに同日以後の収入及び

支出の見込みを明らかにする書類 

 

 (4) 猶予を受けようとする金額が１００万円

を超え、かつ、猶予期間が３月を超える場

合には、地方税法施行令（昭和２５年政令

第２４５号。以下「令」という。）第６条

の１０の規定により提出すべき書類その他

担保の提供に関し必要となる書類 

 

３ 法第１５条の２第２項に規定する条例で定

める事項は、次に掲げる事項とする。 

 

 (1) 町の徴収金を一時に納付し、又は納入す

ることができない事情の詳細 

 

 (2) 第１項第２号から第６号までに掲げる事

項 

 

４ 法第１５条の２第２項及び第３項に規定す

る条例で定める書類は、第２項第２号から第

４号までに掲げる書類とする。 
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５ 法第１５条の２第３項に規定する条例で定

める事項は、次に掲げる事項とする。 

 

 (1) 猶予期間の延長を受けようとする町の徴

収金の年度、税目、納期限及び金額 

 

 (2) 猶予期間内にその猶予を受けた金額を納

付し、又は納入することができないやむを

得ない理由 

 

 (3) 猶予期間の延長を受けようとする期間  

 (4) 第１項第５号及び第６号に掲げる事項  

６ 法第１５条の２第４項に規定する条例で定

める書類は、第２項第４号に掲げる書類とす

る。 

 

７ 法第１５条の２第８項に規定する条例で定

める期間は、２０日とする。 

 

 （職権による換価の猶予の手続等）  

第１２条 法第１５条の５第２項において読み

替えて準用する法第１５条第３項及び第５項

に規定する条例で定める方法は、法第１５条

の５第１項の規定による職権による換価の猶

予（以下この項において「職権による換価の

猶予」という。）に係る町の徴収金につい

て、職権による換価の猶予をする期間内又は

法第１５条の５第２項において読み替えて準

用する法第１５条第４項の規定による換価の

猶予をした期間の延長をする期間内の各月ご

とに分割して納付し、又は納入させるものと

する。 

 

２ 第１０条第２項から第４までの規定は、法

第１５条の５第２項において読み替えて準用

する法第１５条第３項又は第５項の規定によ

り、分割して納付し、又は納入させる場合に

ついて準用する。 

 

３ 法第１５条の５の２第１項及び第２項に規

定する条例で定める書類は、次に掲げる書類

とする。 

 

 (1) 前条第２項第２号から第４号までに掲げ  

- 10 -



 

新 旧 

る書類 

 (2) 分割して納付し、又は納入させるために

必要となる書類 

 

 （申請による換価の猶予の申請手続等）  

第１３条 法第１５条の６第１項に規定する条

例で定める期間は、６月とする。 

 

２ 法第１５条の６第３項において準用する法

第１５条第３項及び第５項に規定する条例で

定める方法は、法第１５条の６第１項の規定

による申請による換価の猶予に係る町の徴収

金について、申請による換価の猶予をする期

間内又は法第１５条の６第３項において準用

する法第１５条第４項の規定による換価の猶

予をした期間の延長をする期間内の各月ごと

に分割して納付し、又は納入させるものとす

る。 

 

３ 第１０条第２項から第４項までの規定は、

法第１５条の６第３項において準用する法第

１５条第３項又は第５項の規定により、分割

して納付し、又は納入させる場合について準

用する。 

 

４ 法第１５条の６の２第１項に規定する条例

で定める事項は、次に掲げる事項とする。 

 

 (1) 町の徴収金を一時に納付し、又は納入す

ることにより事業の継続又は生活の維持が

困難となる事情の詳細 

 

 (2) 第１１条第１項第２号から第４号まで及

び第６号に掲げる事項 

 

 (3) 分割納付又は分割納入の各納付期限又は

各納入期限及び各納付期限又は各納入期限

ごとの納付金額又は納入金額 

 

５ 法第１５条の６の２第１項及び第２項に規

定する条例で定める書類は、第１１条第２項

第２号から第４号までに掲げる書類とする。 

 

６ 法第１５条の６の２第２項に規定する条例

で定める事項は、次に掲げる事項とする。 
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 (1) 第１１条第１項第６号に掲げる事項  

 (2) 第１１条第５項第１号から第３号までに

掲げる事項 

 

 (3) 第４項第３号に掲げる事項  

７ 法第１５条の６の２第３項において準用す

る法第１５条の２第８項に規定する期間は、

２０日とする。 

 

 （担保を徴する必要がない場合）  

第１４条 法第１６条に規定する条例で定める

場合は、猶予に係る金額が１００万円以下で

ある場合、猶予期間が３月以内である場合又

は担保を徴することができない特別の事情が

ある場合とする。 

 

第１５条から第１９条まで 削除  

  

 （公示送達）  （公示送達） 

第２０条 法第２０条の２の規定による公示送

達は、大口町役場掲示場に掲示して行う。 

第２０条 地方税法（昭和２５年法律第２２６

号。以下「法」という。）第２０条の２の規

定による公示送達は、大口町役場掲示場に掲

示して行う。 

  

 （町民税の納税義務者等）  （町民税の納税義務者等） 

第２５条 略 第２５条 略 

２ 略 ２ 略 

３ 法人でない社団又は財団で代表者又は管理

人の定めがあり、かつ、令第４７条に規定す

る収益事業を行うもの（当該社団又は財団で

収益事業を廃止したものを含む。第３０条第

２項の表の第１号において「人格のない社団

等」という。）又は法人課税信託の引受けを

行うものは、法人とみなして、この節の規定

中法人の町民税に関する規定を適用する。 

３ 法人でない社団又は財団で代表者又は管理

人の定めがあり、かつ、地方税法施行令（昭

和２５年政令第２４５号。以下「令」とい

う。）第４７条に規定する収益事業を行うも

の（当該社団又は財団で収益事業を廃止した

ものを含む。第３０条第２項の表の第１号に

おいて「人格のない社団等」という。）又は

法人課税信託の引受けを行うものは、法人と

みなして、この節の規定中法人の町民税に関

する規定を適用する。 
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第２条関係 大口町税条例等の一部を改正する条例の一部改正新旧対照表 

新 旧 

第１条 大口町税条例(昭和３８年大口町条例

第１５号)の一部を次のように改正する。 

第１条 大口町税条例(昭和３８年大口町条例

第１５号)の一部を次のように改正する。 

   第２条第３号中「又は名称」を「（法人に

あっては、事務所又は事業所の所在地、名称

及び法人番号（行政手続における特定の個人

を識別するための番号の利用等に関する法律

（平成２５年法律第２７号）第２条第１５項

に規定する法人番号をいう。以下同じ。））

（法人番号を有しない者にあっては、事務所

又は事業所の所在地及び名称）」に改め、同

条第４号中「又は名称」を「（法人にあって

は、事務所又は事業所の所在地、名称及び法

人番号）」に改める。 

 （中略）  （中略） 

  第３５条の２第８項中「寮等の所在」の次

に「、法人番号（行政手続における特定の個

人を識別するための番号の利用等に関する法

律（平成２５年法律第２７号）第２条第１５

項に規定する法人番号をいう。以下町民税に

ついて同じ。）」を加える。 

  第３５条の２第８項中「寮等の所在」の次

に「、法人番号」を加える。 

 （中略）  （中略） 

  第５９条の２第１項第１号中「及び氏名」

を「、氏名又は名称及び個人番号（行政手続

における特定の個人を識別するための番号の

利用等に関する法律第２条第５項に規定する

個人番号をいい、当該書類を提出する者の同

項に規定する個人番号に限る。以下固定資産

税について同じ。）又は法人番号（同法第２

条第１５項に規定する法人番号をいう。以下

固定資産税について同じ。）（個人番号又は

法人番号を有しない者にあっては、住所及び

氏名又は名称）」に改める。 

  第５９条の２第１項第１号中「及び氏名」

を「、氏名又は名称及び個人番号（行政手続

における特定の個人を識別するための番号の

利用等に関する法律第２条第５項に規定する

個人番号をいい、当該書類を提出する者の同

項に規定する個人番号に限る。以下固定資産

税について同じ。）又は法人番号（個人番号

又は法人番号を有しない者にあっては、住所

及び氏名又は名称）」に改める。 

 （中略）  （中略） 

  第８０条第２項第２号中「氏名若しくは名

称」を「事務所若しくは事業所の所在地、氏

名又は名称及び個人番号（行政手続における

  第８０条第２項第２号中「氏名若しくは名

称」を「事務所若しくは事業所の所在地、氏

名又は名称及び個人番号（行政手続における
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特定の個人を識別するための番号の利用等に

関する法律第２条第５項に規定する個人番号

をいう。以下この号及び次条において同じ。 

）又は法人番号（同法第２条第１５項に規定

する法人番号をいう。以下この号において同

じ。）（個人番号又は法人番号を有しない者

にあっては、住所又は事務所若しくは事業所

の所在地及び氏名又は名称）」に改める。 

特定の個人を識別するための番号の利用等に

関する法律第２条第５項に規定する個人番号

をいう。次条において同じ。）又は法人番号

（個人番号又は法人番号を有しない者にあっ

ては、住所又は事務所若しくは事業所の所在

地及び氏名又は名称）」に改める。 

 （中略）  （中略） 

  第１２５条の３第１項中「一に」を「いず

れかに」に改め、同条第２項第１号中「及び

氏名又は名称」を「、氏名又は名称及び個人

番号（行政手続における特定の個人を識別す

るための番号の利用等に関する法律第２条第

５項に規定する個人番号をいう。以下この号

において同じ。）又は法人番号（同法第２条

第１５項に規定する法人番号をいう。以下こ

の号において同じ。）（個人番号又は法人番

号を有しない者にあっては、住所及び氏名又

は名称）」に改める。 

  第１２５条の３第１項中「一に」を「いず

れかに」に改め、同条第２項第１号中「及び

氏名又は名称」を「、氏名又は名称及び個人

番号（行政手続における特定の個人を識別す

るための番号の利用等に関する法律第２条第

５項に規定する個人番号をいう。以下この号

において同じ。）又は法人番号（個人番号又

は法人番号を有しない者にあっては、住所及

び氏名又は名称）」に改める。 

 （中略）  （中略） 

   附 則    附 則 

 （施行期日）  （施行期日） 

第１条 略 第１条 略 

 (1)・(2) 略  (1)・(2) 略 

 (3) 第１条中大口町税条例第３５条の２第８

項、第４９条第２項、第５９条の２第１項

第１号、第５９条の３第１項第１号及び第

２項第１号、第６５条第２項第１号、第６

７条の２第１項第１号、第６７条の３第１

項第１号、第８０条第２項第２号、第８１

条第２項第１号並びに第１２５条の３第２

項第１号の改正規定並びに附則第１０条の

３第１項第１号、第２項第１号、第３項第

１号、第４項第１号、第５項第１号、第６

項第１号、第７項第１号、第８項第１号及

び第９項第１号の改正規定並びに附則第２

 (3) 第１条中大口町税条例第２条第３号及び

第４号、第３５条の２第８項、第４９条第

２項、第５９条の２第１項第１号、第５９

条の３第１項第１号及び第２項第１号、第

６５条第２項第１号、第６７条の２第１項

第１号、第６７条の３第１項第１号、第８

０条第２項第２号、第８１条第２項第１号

並びに第１２５条の３第２項第１号の改正

規定並びに附則第１０条の３第１項第１

号、第２項第１号、第３項第１号、第４項

第１号、第５項第１号、第６項第１号、第

７項第１号、第８項第１号及び第９項第１
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条第３項及び第７項、第３条第２項、第４

条第１項及び第６条の規定 行政手続にお

ける特定の個人を識別するための番号の利

用等に関する法律（平成２５年法律第２７

号）附則第１条第４号に掲げる規定の施行

の日 

号の改正規定並びに附則第２条第３項及び

第７項、第３条第２項、第４条第１項及び

第６条の規定 行政手続における特定の個

人を識別するための番号の利用等に関する

法律（平成２５年法律第２７号）附則第１

条第４号に掲げる規定の施行の日 

 （後略）  （後略） 
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改 正 要 旨 

 

１ 改正の目的 

  地方税法の一部改正に伴い、地方分権を推進する観点や地方税に関する地域の

実情が様々であることを踏まえ、各地域の実情等に応じて条例で定めることがで

きる仕組みとされたことにより、規定の整備を図る必要があるため改正するもの

です。 

 

２ 改正の概要 

 (1) 徴収猶予及び換価の猶予における担保の徴取基準の見直し 

改正前 改正後 

猶予に係る金額が５０万円以下であ

る場合は担保不要 

（地方税法第１６条第１項の規定） 

次のいずれかの場合は担保不要 

・猶予を受けようとする金額が１０

０万円以下 

・猶予期間が３ケ月以内 

   （第１４条関係） 

    ※徴収猶予：災害や疾病等に起因して納税が困難になった場合に、分納を承認す

る制度 

    ※換価の猶予：差押財産の換価処分（公売等）を猶予し、分納を承認する制度 

    ※猶予期間：原則１年以内（地方税法第１５条第１項）    

 

 (2) 徴収猶予及び換価の猶予に係る猶予金額の納付方法 

   猶予する金額を、猶予期間内において、滞納者の財産の状況やその他の事情

からみて合理的かつ妥当な金額に分割して、原則各月ごとに納付させることが

できます。 

   （第１０条第１項、第１２条第１項及び第１３条第２項関係） 
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 (3) 申請による換価の猶予に係る申請期限 

   滞納者が一時に納付することにより、事業の継続や生活の維持を困難にする

おそれがあると認められる場合において、納税について誠実な意思を有すると

認められるときの申請による換価の猶予に係る申請期限は、納期限から６ケ月

以内とします。 

   （第１３条第１項関係） 

 

 (4) 徴収猶予及び申請による換価の猶予に係る申請書の記載事項及び添付書類並

びに申請書及び添付書類の訂正期間 

   申請書には、徴収金を一時に納付することができない事情や納付することに

より事業の継続や生活の維持が困難となる事情の詳細、徴収金の年度、税目、

納期限、金額等を記載することとします。ただし、猶予を受けようとする金額

が１００万円を超え、かつ、猶予期間が３ケ月を超える場合は、提供しようと

する担保の種類、数量、価額及び所在等も記載が必要となります。 

また、事実を証明するための書類、その財産や負債の状況を明らかにする書

類、担保の提供に関し必要となる書類等の添付も必要となります。 

   なお、申請書及び添付書類の訂正期間は２０日とします。 

   （第１１条及び第１３条関係） 

 

３ 施行期日 

  平成２８年４月１日から施行します。 
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